
市立敦賀病院広告付き案内板設置運営事業仕様書 

 

１ 事業名称 

 市立敦賀病院広告付き案内板設置運営事業 

 

２ 事業内容 

 広告付き案内板設置事業を行う者（以下「事業者」という。）が、市立敦賀病院（以下

「当院」という。）内に広告付きの敦賀市内全域図、二州地区の医療機関に関する情報及

び院内案内図（以下「案内板」という。）を作成し、設置し、及び管理する。また、広告

枠への広告の掲載を希望する者（以下「広告主」という。）の募集及び当該広告の掲載を

行う。 

 

３ 設置場所 

 福井県敦賀市三島町１丁目６番６０号 市立敦賀病院 １階玄関棟 

 別紙「設置場所図」のとおり 

 

４ 設置期間 

 ⑴ 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

 ⑵ 設置工事等の日程については当院と協議し決定する。 

 

５ 案内板の規格 

 ⑴ 床置き（可動式）とする。 

 ⑵ 大きさは、縦（高さ）2,500mmまで×横（幅）3,000mmまで×厚み 1000mmまで（キ

ャスター部分含む）程度で、院内の景観、安全等を損なわないものとする。 

 ⑶ 地図枠、広告枠、医療機関枠で構成すること。その他の内容については事業者の提

案を当院が承認した場合に限り認めるものとする。 

 ⑷ 本体表面に、パンフレットを展示できるようにラックを設置すること。大きさはＡ

４サイズパンフレットが２４種類以上展示することができ、出し入れが容易である

こと。 

 ⑸ 本体枠の角が鋭利とならないよう加工すること。 

 ⑹ 院内施設に負担の少ない方法で固定し、地震等の際の落下や転倒に対する防止策を

十分に講ずること。 

 ⑺ 音声の発生する機材の設置は認めない。ただし、スピーカー内蔵型であって音量調

整により消音設定にできる場合はこの限りではない。 

 ⑻ 使用材料等については、環境に配慮した設計とし、省エネ及び環境対策として、照

明の光源は LEDとすること。また、当院が状況に応じて電源の入切及び調光をでき



るものであること。 

 ⑼ 電源配線のみとし、院内の景観、安全等を損なわない配線方法とすること。 

 ⑽ 電気等の使用は、開院日の午前８時から午後５時１５分までとし、タイマー機能等

により自動で電源管理が可能なものであること。 

 

６ 地図枠 

 ⑴ 地図は案内板本体内に収まる大きさとし、敦賀市内全域を表示する地図、当院周辺

地図で構成すること。 

 ⑵ それぞれの地図には、公共施設や災害時の避難場所等、当院が指定する情報を分か

りやすく表示すること。 

 ⑶ 国土交通省監修バリアフリー整備ガイドラインに掲載されている色覚障がい者対応

バリアフリー地図を使用すること。 

 ⑷ １年に１回以上、地図情報の更新及び地図の張り替えを行うこと。 

 

７ 広告枠 

 ⑴ 広告は案内板本体内に収まる大きさとし、一枠が極端に大きくならないようにする

こと。 

 ⑵ 広告枠は、案内板全体面積の 30%以下とすること。 

 ⑶ 特定の広告主の広告が極端に多く表示されることのないようにすること。 

 ⑷ 広告の掲載に当たっては、当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするた

め、原則として民間事業者等の広告欄であることを注記すること。また、必要に応

じて広告の内容に関する責任の帰属に関すること、その他必要な事項についても注

記すること。 

 ⑸ 広告主、広告の内容等は、都度協議して決定する。 

 ⑹ 事業者は、広告主の募集及び決定、広告物の事前確認、広告物の提出その他広告主

との調整など広告掲載に係る一切の業務を行うこと。 

 ⑺ 広告内容に関する苦情やその他の問題が発生した場合、その一切の責任を負い、誠

意をもって速やかにその解決に努めること。 

 ⑻ 院内情報についても掲載が可能であること。この場合において院内情報の作成は、

当院からの情報提供に基づき事業者で実施すること。また、作成後のデータについ

ては当院の校正及び承認を受けること。 

 ⑼ 当院が設置している「診察待ち表示システム」のモニター（計１８台）への広告の

掲載も可能とするが、掲載に当たっては、必要最低限とし、当院と都度協議の上決

定する。 

 

８ 医療機関枠 



 ⑴ 医療機関枠は、案内板本体内に収まる大きさとすること。 

 ⑵ 医療機関枠には、当院発行の「市立敦賀病院かかりつけ医ガイド」に記載の二州地

区内（敦賀市、美浜町、若狭町）の医療機関情報を掲載すること。 

 ⑶ 各医療機関の場所が分かるよう、地図枠に表示すること。なお、この場合において

敦賀市外に設置されている医療機関についてはこの限りではない。 

 ⑷ １年に１回以上、当院が提供する情報に基づき、医療機関情報の更新及び張り替え

を行うこと。 

 

９ 事業計画等 

 事業者は、案内板の仕様及び案内板の設置に係る施工管理に関する事項について、あら

かじめ当院と協議の上、当該事項を記載した事業計画書を提出し、承認を受けなければな

らない。 

 

10 賃貸借契約 

 事業者は、案内板の設置に当たり、当院と市有財産賃貸借契約を締結すること。 

 

11 賃貸借料等 

 ⑴ 賃貸借料は、基本分と広告分を合算した額とし、当院が指定した期日までに納める

こと。 

  基本分 賃貸借料に相当する額 

   （参考 令和５年度 院内 1㎡あたり行政財産使用料 15,240円（税抜）） 

  広告分 事業者が当院に納める広告料に相当する額 

 ⑵ 電力使用実績を明確に把握できる機器（電力計量器等）を設置し、賃貸借料に加え

電気料を納めること。 

 ⑶ 納入された賃貸借料等は還付しない。ただし、当院の責めに帰すべき理由により広

告が掲載できなかったときは、この限りではない。 

 

12 経費等の負担 

 事業者は、次に掲げる経費等を負担するものとする。 

 ⑴ 案内板の作成、設置及び撤去 

 ⑵ 案内板の設置に伴う電源増設等必要となる軽微な附帯工事 

 ⑶ 広告主の募集、広告の作成、掲載及び撤去 

 ⑷ 案内板の破損、汚損や公共施設等の変更及び広告主の変更等に伴う措置 

 ⑸ 地図情報の更新及び地図の張り替え 

 ⑹ 情報の更新に伴う通信料 

 



13 広告内容の審査及び修正 

 ⑴ 事業者は、広告の内容について、要項の定めるところにより、事前に当院の審査を

受け、承認を受けなければならない。 

 ⑵ 当院は、広告の内容等が法令及び当院の基準等に違反し、又は違反するおそれがあ

ると判断したときは、事業者に対して広告内容等の変更を求めることができる。な

お、広告内容等の変更にかかる費用は事業者又は広告主が負担するものとする。 

 

14 その他 

 ⑴ 設備の状態を良好に保つこと。 

 ⑵ 合理的な理由により、案内板本体の移動等の必要が生じた場合は、事業者はその指

示に従わなければならない。なお、当該指示に従うことにより生じる費用は事業者

が負担する。 

 ⑶ 事故等が発生した場合は、事業者の責任において解決すること。 

 ⑷ 賃貸借契約期間が満了するとき、又は契約解除により案内板を撤去したときは、速

やかに設置場所の原状回復をしなければならない。 

 ⑸ 契約期間内であっても、院内のレイアウト変更等により、やむを得ず案内板の設置

場所を協議の上、変更する場合がある。 

 ⑹ 当院の信頼及び品位を損なうことがないよう、細心の注意を払うこと。 

 ⑺ 本仕様書に明記されていない事項については、当院の指示に従うものとする。 

 

  



設置場所図 

 

 

 

 


